
- -1

（
環
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廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
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を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
九
号

（
衆
議
院
送
付
）

）

要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処
理
を
め
ぐ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
確
保
す
る
た
め
、

国
が
策
定
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
廃
棄
物
の
広
域
的
処
理
に
つ
い
て
許
可
に
代
わ
る

認
定
制
度
を
新
設
す
る
ほ
か

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
に
関
す
る
罰
則
を
強
化
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

、

、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
産
業
廃
棄
物
の
広
域
的
な
不
適
正
処
分
の
事
案
等
に
対
処
す
る
た
め
、
国
は
、
地
方
公
共
団
体
の
責
務
が
十
分
果
た
さ
れ

る
よ
う
に
必
要
と
さ
れ
る
広
域
的
な
見
地
か
ら
の
調
整
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
生
活
環
境
の
保
全
上

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
産
業
廃
棄
物
に
係
る
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
を
都
道
府
県
知
事
に
加
え
て
環
境
大

臣
も
行
え
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
整
備
に
お
け
る
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
投
資
の
重
点
化
及
び
効
率
化
に
留
意
し
つ
つ
、

五
年
ご
と
に
、
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
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三
、
悪
質
な
廃
棄
物
処
理
業
者
を
排
除
し
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
体
制
を
一
層
確
保
す
る
た
め
、
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
を

受
け
た
者
等
に
つ
い
て
、
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
等
の
場
合
に
は
、
そ
の
許
可
を
必
ず
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
循
環
型
社
会
の
形
成
に
向
け
た
取
組
が
効
率
的
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
一
定
の
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
を
行

う
者
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
認
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
を
不
要
と
す
る
等
の
特
例
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
す

る
。

五
、
廃
棄
物
で
な
い
な
ど
と
偽
り
廃
棄
物
の
不
適
正
処
分
を
行
う
悪
質
な
事
例
に
的
確
に
対
処
す
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
等

は
、
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
に
つ
い
て
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
等
の
防
止
を
一
層
図
る
た
め
、
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
及
び
不
法
焼
却
の
未
遂
罪
を
新
設
す
る
な
ど
罰

則
の
強
化
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


